
 

 

 

令和５年度川崎市制１００周年記念事業（環境アーカイブ関係業務）実施業務委託 

募集要領 

 

１ プロポーザルに付する事項 

(1) 業務委託名 

令和５年度川崎市制１００周年記念事業（環境アーカイブ関係業務）実施業務委託 

 (2) 業務内容 

  ア 目的 

令和６年に川崎市は市制１００周年を迎える。これを機に、市民・事業者・行政が協働して

改善してきた本市の環境、とりわけ公害を取り巻く歴史を見つめなおし情報発信することで、

市民の環境シビックプライドの醸成を図り、脱炭素社会の実現などの未来に向けた行動を考え

るきっかけとなることを目指し、これらの実現に向けて企画展及びワークショップの実施、環

境アーカイブ映像の制作を行う。なお、企画展・映像の制作等については、川崎の公害や廃棄

物等の歴史に関する映像等の資料等を、様々な関係者の視点をとりいれながらとりまとめて、

企画展示キャラバン等様々な形で情報発信・環境教育を実施することで、市民と企業、行政の

連携をさらに促していくことも併せて目的とする。 

イ 業務概要 

(ｱ) プレ川崎市制１００周年記念事業「川崎の発展と環境の歴史を振り返るとともに川崎の

未来を考える企画展（仮）」の実施 

 ａ テーマ及びプログラム内容に関する企画 

 ｂ 企画展に係るポスター及びチラシのデザイン案の作成 

 ｃ 展示内容、ブースレイアウト及び装飾等の企画・設計を行う。 

ｄ 展示装置等制作または手配（購入、レンタル等）業務 
ｅ 会場設計（造作物の制作、搬入）及び撤収業務、廃棄物の持ち帰り処分等 

(ｲ) 企画展並行開催ワークショップの実施 

 ａ イベントの企画、開催準備、運営、取りまとめ 

 ｂ 会場の設営等に伴う資材の搬入、搬出（必要な場合） 

 ｃ ワークショップに必要な物品等の準備、講師への謝礼金の支払い 

 ｄ 参加者の安全配慮及び必要な損害保険の加入 

(ｳ) 環境アーカイブ映像の制作 

 ａ 全体構成・演出案を作製し、市との協議の上、内容を確定する。 

ｂ 10 分～15 分程度のバージョン（１本）及び 30秒バージョン（１本）の動画の作製 

ｃ 動画にセリフがある場合は、字幕のあり・なしの２パターン作製 

ｄ 必要であればインタビュー撮影など実施（出演者との調整や撮影場所の手配、調整等） 

 ウ 委託内容 

   仕様書（別紙）のとおり 



 

 

 

(3) 履行期間 

契約締結日から令和６年３月 25 日（月）まで 

(4) 委託金額の上限 

7,309,000 円（税込） 

 (5) 担当部署 

   川崎市環境局環境対策部地域環境共創課（川崎市役所第３庁舎 17階） 上仲担当 

   所在 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 

   電話 044-200-3844（直通） 

   電子メール 30kyoso@city.kawasaki.jp 

 

２ プロポーザル参加資格 

このプロポーザルに参加を希望する者は、次の条件を全て満たすことが必要です。 

(1) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと 

(2) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと 

(3) 企画提案書評価委員会開催時に、令和５・６年度川崎市業務委託有資格業者名簿において、

「その他業務」の業種で登録されていること 

 

３ 参加意向申出書の提出及び問合せ先 

  このプロポーザルに参加を希望する者は、次により参加意向申出書（様式１）を提出してくだ

さい。 

 (1) 参加意向申出書の提出場所及び問合せ先 

   １(5)に同じです。 

 (2) 提出方法 

   上記提出場所に、持参により提出してください。 

 (3) 提出期間 

   提出期間：令和５年５月 25日（木）から令和５年６月７日（水）まで 

   受付時間：午前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午から午後１時までを除く） 

 

４ 提案資格確認結果通知書の交付 

  ３により参加意向申出書を提出した者には、令和５年６月 12 日（月）までに提案資格確認結

果通知書を電子メールにて送付します。 

  なお、提案資格確認結果通知書の交付後に提案を辞退する場合は、令和５年６月 26 日（月）

午後５時までに辞退届（様式２）により届け出てください。 

 

５ 問合せ 

 (1) 質問受付期間 
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   令和５年６月 12日（月）午前９時から令和５年６月 16 日（金）午後５時まで 

 (2) 質問書の様式 

   質問書（様式３）により提出してください。 

 (3) 質問受付方法 

   電子メールにより質問書を提出してください。 30kyoso@city.kawasaki.jp 

 (4) 回答方法 

   令和５年６月 20日（火）までに全社に電子メールにて送付します。 

 

６ 企画提案書について 

 (1) 企画提案書の作成 

  ア 提案内容 

   (ｱ) プレ川崎市制１００周年記念事業「川崎の発展と環境の歴史を振り返るとともに川崎

の未来を考える企画展」（仮）の実施について 

    ａ 企画 

     仕様書の「４（１）」に記載された事項を理解した上で、プレ企画展の企画内容につい

ての具体的な提案をしてください。企画の提案にあたっては、仕様書別紙「企画展にかか

る基本的な考え方」に基づいて効果的に市民に訴求できるような企画とし、併せて以下に

ついて留意すること。 

     展示コンセプト（展示のねらい）、展示構成（平面図や立面図等の各種図面を含む）、展

示手法、展示装置（映像、音響、照明などを含むイメージ図も含む）、展示サイン、来場

者動線について検討し立案すること。 

    ｂ コンセプト及びデザインについて 

市民が見学したくなるような魅力あふれる、かつインパクトのあるコンセプト及びデザ

インとするために、どのようなアイデア・手法を用いるかについて説明してください。  

（ｲ）企画展並行開催ワークショップの実施について 

     仕様書の「４（２）」に記載された事項を理解した上で、ワークショップの企画内容に

ついての具体的な提案をしてください。 

(ｳ) 環境アーカイブ映像の制作 

     仕様書の「４（３）」に記載された事項を理解した上で、環境アーカイブ映像の制作の

企画内容についての具体的な提案をしてください。企画の提案にあたっては、募集要領別

紙「動画作成に向けた全体コンセプト及び全体構成」に基づくものとし、併せて以下につ

いて留意すること。 

演出・構成については、資料映像などを積極的に活用しメッセージが伝わる演出、市民

が思わず目をとめるような魅力あふれる、かつインパクトのある構成とするために、どの

ようなアイデア・手法を用いるかについて説明してください。 
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(ｴ) 令和６年度の川崎市制１００周年記念事業「川崎の発展と環境の歴史を振り返るととも

に川崎の未来を考える企画展（仮）」及びワークショップの実施に向けた企画案の作成 

  仕様書の「４（４）」に記載された事項を理解した上で、(ア)及び(イ)について令和６

年度の企画展及びワークショップまで見据えた企画案を作成し、具体的な提案をしてくだ

さい。 

(ｵ) その他の提案 

ａ 別紙仕様書のほかに独自の創意工夫を加えた企画に関する提案について記載してく

ださい。 

ｂ 本委託業務の作業スケジュール概要を説明してください。 

ｃ 本委託業務の実施体制（人員配置、スタッフ等）を説明してください。 

  イ 書式、部数等 

   (ｱ) 書式 

     任意です。ただし、企画提案書内に社名を入れないでください。 

   (ｲ) 枚数等 

     Ａ４サイズで、片面 12枚以内（表紙は含まず）です。 

   (ｳ) 部数 

     10 部作製してください。 

   (ｴ) その他 

企画提案書等の作製に伴う費用は、提案者の負担とします。また、提出いただいた企画

提案書等は返却しません。 

(2) 見積書の作成 

ア 内容 

見積額とその積算の根拠を記載してください。 

イ 書式、部数等 

(ｱ) 書式 

  任意です。 

   (ｲ) 枚数等 

     Ａ４サイズで、枚数は任意です。 

   (ｳ) 部数 

     １部（原本）作製してください。 

（3）企画提案書等の提出 

   企画提案書及び見積書を次のとおり提出してください。 

ア 提出期限：令和５年６月 30 日（金） 午後５時 

  イ 提出場所：１(5)と同じ 

  ウ 提出方法：持参 

 



 

 

 

７ 提案資格の喪失 

当該業務委託について提案資格を有するとの確認通知を受けた者が、提案資格確認結果通知後

において、次のいずれかに該当するときは、当該契約に係る提案を行うことができないものとし、

プロポーザル参加資格を喪失します。 

 (1) 開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。 

 (2) 提出書類等について、虚偽の記載をしたとき。 

 (3) 提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき。 

 (4) 記載すべき事項の全部または一部が記載されていないとき。 

 

８ 評価委員会の開催 

本業務委託の委託業者を選定するにあたり、評価委員会を開催します。 

 (1) 実施日程 

   令和５年７月６日（木）を予定しています。場所、時刻等詳細は別途連絡します。 

 (2) 評価委員会の内容 

   企画提案書等についてヒアリングを実施します。ヒアリングは 20 分以内（プレゼンテーシ

ョン 15 分、質疑応答５分）で行います。ヒアリングをもとに審査及び評価を行います。 

(3) 評価基準 

評価項目及び配点は次のとおりです。評価については、技術点（50 点）、価格点（10 点）、

総合点（技術点＋価格点）とし、１委員につき 60点満点で評価を行います。 

     ア 技術点（50 点） 

(ｱ) 業務内容の理解度（５点） 

業務内容の趣旨を的確に反映した内容であるか。 

(ｲ) 企画力（10 点） 

具体的且つ魅力的な提案が示されているか。専門的知識からの提案内容となっているか。 

(ｳ) 表現力(５点) 

分かりやすい提案書となっているか。 

(ｴ) 実現性（10 点） 

実現可能な提案内容になっているか。 

(ｵ) 人員配置（５点） 

安定かつ確実に業務を遂行できる人員配置となっているか。 

(ｶ) 専門的知識（10 点） 

魅力的な知見を有しているか。 

(ｷ) コミュニケーション力（５点） 

業務への積極的な取組姿勢が感じられるか。説明能力や質疑応答能力が高いか。 

   イ 価格点（10点） 

   価格点＝（提案価格のうち最低価格/自社の提案価格）×価格点満点とする。 



 

 

 

   ※小数点第三位を四捨五入して計算を行う。 

   ウ 総合点 

   技術点＋価格点とする。（総合点の最低基準点は６割とする。） 

(4) 順位の決定方法 

出席委員の評価点の合計により順位を決定します。基準点を満点の６割以上とし、基準点を

超えた業者について適正と判断します。なお、同点の企画提案が複数あった場合には、次の選

考過程により最終順位を確定します。 

ア 評価項目の「企画力」、「実現性」及び「専門的知識」の合計点が最も高い業者 

イ アに該当する業者が複数ある場合、委員の協議により最終順位を決定する。 

(5) その他 

本業務を遂行する際の担当者が出席し、説明してください。 

 

９ 評価結果の通知 

評価結果は全ての業者に電子メールにて通知します。 

 

10 その他 

 (1) 応募が１社の場合でも評価委員会を開催し、受託者としての適否を判断します。 

(2) 契約保証金は、川崎市契約規則第 33 条各号に該当する場合は免除となりますが、それ以外

の場合は契約金額の 10パーセントを納付する必要があります。 

 (3) 評価委員会において受託予定者として特定された者と、本業務にかかる契約締結の協議を行

い、契約を締結します。受託者は契約書を作成する必要があります。 

 (4) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

 (5) 関連情報を入手するための照会窓口は、１(5)と同じです。 

 (6) 当該入札に関しては、事情により入札を取りやめる場合があります。 
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市制100周年記念事業用動画について

１動画の全体構成及び特徴
２動画の各パート内容（案）

１

川崎市環境局

（１）動画は概ね次のような構成によるものとし、
フルストーリーで１０～１５分間程度の長さとする。

（２）環境課題に応じてパートを分けることにより、多様な
展示イベントや動画放映時間に対応できるようにする。

川崎の発展

公害問題の発生とその対策

廃棄物問題の発生とその対策

脱炭素社会の実現に向けた挑戦

（例：廃棄物関連イベント）

川崎の発展

廃棄物問題の発生と
その対策

脱炭素社会の実現に
向けた挑戦

１動画の全体構成及び特徴

２

募集要領　別紙
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２動画の各パート内容（案）
動画パート名称 シーン名称 各シーンの内容

【動画パート１】
川崎の発展

【シーン１】
工業化以前の川崎

米や梨・桃等の果物栽培、塩づく
り、大師海苔の養殖など

【シーン２】
工都かわさきのはじまり

明治時代末期からの工場誘致、多
摩川沿いでの工場建設

【シーン３】
川崎臨海部の発展

川崎臨海部の埋立開始、空襲被害、
石油化学コンビナート形成

【動画パート２】
公害問題の発生と
その対策

【シーン４】
産業型公害の発生と深刻化

工場から出るばいじんや二酸化硫
⻩等による大気汚染の発生

【シーン５】
都市生活型公害の発生

人口や自動車交通量の増による水
質汚濁や道路沿線の大気汚染発生

【シーン６】
公害対策に向けた市⺠の取組

公害の差止め等を求める訴訟の提
起、公害監視会議等への参加

※各動画シーンの内容は現段階での想定であり、今後変更する可能性があります。３

動画パート名称 シーン名称 各シーンの内容

【動画パート２】
公害問題の発生と
その対策（つづき）

【シーン７】
産業型公害に対する行政の取組

総量規制を盛り込んだ公害防止条
例の公布、常時監視体制の整備

【シーン８】
産業型公害に対する事業者の
取組

様々な公害防止技術開発、市全域
での二酸化硫⻩濃度環境基準達成

【シーン９】
都市生活型公害に対する取組

自動車排出ガスやPM2.5への対策、
下水道整備等による水質改善

【シーン10】
大気・水環境の改善に向けた
最新の取組

次世代自動車の普及、化学物質の
適正管理、光化学スモッグ対策

【動画パート３】
廃棄物問題の発生
とその対策

【シーン11】
人口増加とごみ非常事態宣言

人口増加に対応した全量焼却体制
構築等、「ごみ非常事態」の宣言

【シーン12】
さらなるごみの減量化・資源化

分別収集の段階的実施、１人１日
当たりごみ排出量が政令市最小へ

４
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動画パート名称 シーン名称 各シーンの内容
【動画パート３】
廃棄物問題の発生
とその対策（つづき）

【シーン13】
川崎エコタウンの取組

川崎エコタウン構想、臨海部にお
ける資源の循環・有効利用の取組

【シーン14】
廃棄物に関するさらなる取組

橘処理センターへの高効率熱回収
設備導入、プラスチック資源循環

【動画パート４】
脱炭素社会の実現
に向けた挑戦

【シーン15】
新たなる環境課題−気候変動

気候変動が自然・人間社会に与え
る影響、世界平均気温の上昇傾向

【シーン16】
現在の川崎市の取組

川崎臨海部や脱炭素アクションみ
ぞのくちにおける最新の取組

【シーン17】
新たな100年に向けて
（今後に向けた取組の方向性）

川崎市の目指す2050年のビジョン、
脱炭素行動宣言

【シーン18】
新たな100年に向けて
（未来に向けたメッセージ）

子どもたちの描く2050年の未来、
より良い環境に向けた行動変容

５


